
行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ３ 住民生活部会 分  類 ２ 住民基本台帳  中条町担当 町民福祉課 町民係 担当者名  

分 科 会 １ 住民分科会 調整項目 １ 届出受理  黒川村担当 住民課 住基係 担当者名  

            
現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

本庁、支所で中条町の例により統一す
る。 

ただし、世帯分離については、黒川村の
例により統一する。 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

届出受理 ・届出の種類・・・転入、転出、転居、世帯主変更、世帯合併、世
帯分離、地番訂正、戸籍届 

・転入、転居・・・行政区の設定、区長の紹介 

・転出・・・届出人の本人確認（免許証、保険証等） 

 

・世帯分離・・・区長の証明を要す 

・９条２項通知（住民票記載事項通知）・・・随時処理 

 

・届出の種類・・・転入、転出、転居、出生、死亡、世帯主変更、世
帯合併、世帯分離、地番訂正、戸籍届      

・転入、転居・・・行政区の設定 

・転出・・・届出人の本人確認は行っていない 。届出は本人または
同一世帯のものに限る。その他の代理人の場合本人確
認を行う。 

・世帯分離・・・生計が別である旨の申出書に、両方の世帯主の印鑑
をもらう。 

・９条２項通知（住民票記載事項通知）・・・随時処理 

 

中条町    
黒川村    
計    関係法令等 

住民基本台帳法 住民基本台帳法 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
 


